
打上川治水緑地が変わります 
 

 

この工事は、予定価格８億２９８６万円、低入札価格調査基準価格７億５９６１万円としていたところ、落札額

が６億７２０万円と基準価格を下回ったことから、庁内で低入札価格調査が行われておりました。 

その調査結果を経て、議会に上程され、審議の結果、可決されました。 

完成は令和９年３月の予定です。工事の順は「駐車場」⇒「せせらぎ」⇒「池周辺」「イベント広場」「北西ト

イレ」⇒「園路」「休憩広場」となっています。 

園路改修  休憩広場  北西トイレ棟  

北側園路の舗

装面を整備 

 四季折々の美しい景観を

眺めながら憩うことができ

るビューポイントを整備 

 老朽化した既存のトイレ

を撤去し、新たに整備 

 

展望デッキ 

四季折々の美しい景観を眺

めることができるビューポイント

を整備 

紅葉の森 

下池周辺に、モミジ

を植樹 
 

エントランス広場 

園路への進入路を

アスファルト舗装し、

その両側には縁石を

整備 

樹木階段も整備 
 

休憩広場 

既存の休憩広場をレ

ンガ舗装で修繕 

水飲み場とベンチを

設置 

駐車場 

アスファルト舗

装に改修 

 

キッチンカー 

寄付き広場 

芝生広場の一

部を小イベント

向け広場とし、

キッチンカーが

出店しやすいよ

う整備 

表面の凹凸を

平らに整える 

 

グランド 

せせらぎ 

年齢に応じた水遊びができるよう、

せせらぎの拡幅と川底の改修 
ヤシの木 

夏のイメージを

演出 

グリーンカーテン 

日陰を作るため 

３カ所に設置 ミスト 

体感温度を下げ、

涼しげな雰囲気を

演出 

スライダーを２基 

拡
大
し
た
図 

イメージ図は全員

協議会資料を引用 

水深は最大４０㎝ 

  （平均１０㎝） 

延長１６０メートル 



市政運営方針に対する会派代表質問 
 

代表質問の作成の手順は様々あります。市政運営方針が公表されてから質問の作成に取りかかると、その内容に

引き連られる形で、その内容に沿った質問になりがちです。その結果、本市議会では、議員数の多い会派から順

に質問が行われるため、他会派と重複する質問内容が多くなり、後で行う質問者の重複質問は陳腐化されてしま

います。それを避けるために会派間で質問項目の調整を行う議会もあります。 

本市議会では調整を行わないため、以前は、私どもの会派は市政運営方針の公表より前に質問案を作成するよう

にしていました。その効果として、質問内容が市政運営方針という狭い範囲で考えた受け身の質問ではなく、市

政全般を白紙の状態から独自視点で質問を校正する、攻めの質問になります。 

 

  市政運営方針の内容 
 

①「担税力のある子育て世代が移り住むた

めの、まちのスペースがない」課題に対し

て「空き家」に着目し、その活用を促進す

る。 

その１つとして「(仮称)空き家流通促進税条

例」の制定に向けて取り組む。 

 

②「市民プライドの醸成」に向け、負のイ

メージのある本市を「ブランディング戦

略」に基づく政策展開によって「正のブラ

ンド」へと転換する。 

それには「長年解決されていない社会的課

題の解決につながる政策」や「新たな価値

を提案する政策」を連続して実現すること

によって成し得ることとなる。 

例えば、「こだわりの施設＝中央図書館」

や「こだわりの政策＝いじめ対策、特区民

泊事業からの離脱表明」「まちのリノベー

ション＝デザイン・規格の統一化」がそれ

に当たる。 

 

 

 

③ブランディングに基づく「体感治安が悪

い」という負のブランドから脱する唯一の

方法は、本市に関する別のポジティブなイ

メージを広く印象づけること。 

例えば「いじめのない環境や教育に力を入

れているまち」は、「治安が悪いイメー

ジ」の対角線上で最もポジティブなイメー

ジ。 

 

 

 

 

 

 【市政運営方針では語られなかったも 

   のの、重要なファクターへの質問】 

 

 方針に相対する考え方と質問 
 

①空き家については、社会的に問題視されていなかった頃から

提起してきた課題であり、市政運営で大きく取り上げられたこ

とに歓迎しています。その対策には新たなペナルティ的な税の

創設だけでなく、インセンティブを付与することも促進する手

立てであることや、日本人は新築を好むことから中古物件への

抵抗感を取り除く取り組みの必要性を質しました。 

 

②まちのイノベーションを行政が考えるに当たって、デザイン

や規格の統一化を意識していることを初めて知りました。 

過去に、デザインの担当職員の配置や、デザイン関係事務の統

一化、トータルコーディネートなどを提案していたことから、

歓迎すべき取り組みです。ハード面に限定するのではなく、ソ

フト面とリンクするよう対象範囲の拡大を求めました。 

 

「長年解決されていない社会的課題」には沢山あります。中で

も「市民の移動手段の確保」「官民合せたエッセンシャルサー

ビスの人材不足」「民生委員のなり手不足」「学校の再編」な

どの具体例を挙げ、対策についての考えを求めました。 

 

ブランディングに寄与する政策を連続して実現するには、役所

内の各部署・職員個々人の士気が重要であることから、ポテン

シャルを上げるために実践している取り組みを確認しました。 

 

③「体感治安」に関する研究は近年進んでいます。これまで、

犯罪の「原因論・機会論」、体感治安を左右する「社会的・物

理的な無秩序」を取り上げ、質してきた経緯があります。 

また、近年の特徴として、ネット空間での犯罪が体感治安を悪

くしている要因の上位に位置づけられています。 

市政運営方針で語られた体感治安の改善方法の脈絡は短絡的で

あることから、これまでの取り組みの拡大や進化版の必要性を

訴えました。 

 

 

・市政運営方針は、その年度の事業立案・予算編成を行うに当

り、その基となる考え方です。しかしながら、経済情勢につい

ての言及がありませんでした。よって、会派側から「生活者の

視点」「事業者側にたった視点」での取り組みと、経済成長を

後押しする事業について確認しました。 

・デジタル技術導入について、以前、市長個人の考えとして

「新たなデジタル技術が一定成果が上がり、導入費用が抑えら

れてから取り組む方法もあろうかと思う」との発言があったこ

とから、改めて、未知への挑戦の考え方として確認しました。 


